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 第１章 相談支援とは                              

 平成 24 年４月の改正障害者自立支援法（現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）

施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に、

指定特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求め、これを勘案し

て支給決定を行うことが定められました。 

また、改正児童福祉法により、障がい児についても、指定障害児相談支援事業者が障害児

通所支援の利用に係る障害児支援利用計画（サービス等利用計画に相当）を作成することと

されました。 

※ 本マニュアルは、基幹相談支援センター さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オ

ールと共同で作成したものです。 

１ 相談支援とはなにか 

(1) マネジメント、ソーシャルワーク 

相談支援の守備範囲は大変幅広く、「支援」の中身も多彩です。それは諸々の「整理」

や「判断」であり、必要な時期に行う「調整」や「連携」、時には重大な「決断」を迫

られることも出てきます。これらの多くは、従来、障がいのある当事者（以下「当事者」

といいます。）又は家族が担ってきたことですが、それを必要に応じて第三者が行おう

というものです。 

相談支援は、当事者の暮らしにくさを取り除き、希望する暮らしに向かうために必要

なあらゆる事柄（ヒト、モノ、キカン、セイド、オカネなど）の『マネジメント』です。

それは、当事者と一緒に考えていくという立場を取ります。そして、相談支援を利用者

の意向を無視した「管理」のための道具にしないためにも、ご自身での判断がむずかし

い方を含め、どんなに障がいが重くてもその人が「セルフマネジメント」（自分で、自

分や自分の周囲の環境をマネジメントできる）に向かえるように方向づけることが大切

です。また、個別的な課題を解決するために、必要に応じて地域の環境に働きかけ、資

源を改良・開発することも求められます。『障害者ケアガイドライン』（平成１４年）

や『ソーシャルワーク専門職の定義』（平成２６年）等では、これらの重要なポイント

を示しています。 

『障害者ケアマネジメントとは』                                      【参考】  

 障害者の地域における生活を支援するために、ケアマネジメントを希望する者の意

向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社

会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合

的かつ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進す

る援助方法である。   （「障害者ケアガイドライン」厚生労働省  平成 14 年 3 月） 

『ソーシャルワーク専門職の定義』                                      【参考】  

 ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束及び人々のエンパワメント

と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的

責任及び多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワーク

の理論、社会科学、人文学及び地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワーク

は、生活課題に取り組みウェルビーイング（人間の福利）を高めるよう、人々やさまざ

まな構造に働きかける。     （国際ソーシャルワーカー連盟  平成 26 年 7 月） 
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 (2) チームでの支援 

相談支援を実現するには、特定の個人や機関だけでは困難です。利用者を中心にさま

ざまな人たち、機関とチームを組んで応援団を作っていくことが重要です。どんな人に

どんな応援団を作っていくのか、同じ機関でもどのような職種・役職の人に参加しても

らうか、構成メンバーによって発揮するチームの力が変わります。もちろん利用者が決

めていくことですが、そのベースになる構成メンバー等の提案は相談支援の重要な役割

でもあります。 

２ 相談支援の制度上の位置づけ 

障害者総合支援法第５条第１８項の規定で、相談支援とは「基本相談支援」「地域相談

支援」「計画相談支援」の３つであるとしており、これに児童福祉法第６条の２の２第７

項に規定する「障害児相談支援」を加えて、制度上は４つが相談支援として位置づけられ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本相談支援 

『サービス等利用計画』『障害児支援利用計画』の作成に関わる「計画相談支援」や

「障害児相談支援」だけが注目されがちですが、「基本相談支援」は文字通り相談支援

専門員が行う相談支援の「基本」にあたります。障害福祉サービス等の利用希望者のほ

か、相談を希望するさまざまな方に対して、法令では以下のように定められています。 

 ＜障害者総合支援法第５条第１９項＞ 

この法律において、「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題に

つき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び（省略）指定障害福祉サ

ービス事業者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するも

のを除く。）その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。 

＜厚生労働省令で定める便宜（障害者総合支援法施行規則第 6 条の 11）＞ 

厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障

害者等の介護を行う者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指

導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、

医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援と

する。 
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(2) 計画相談支援、障害児相談支援 

計画相談支援とは、具体的には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の

２つで構成されています。 

「サービス利用支援」とは、①障害福祉サービスや地域相談支援の申請者を対象に、

当事者の心身の状況や置かれている環境、利用に関する意向、その他の事情を勘案し、

利用するサービスの種類及び内容等を定めた計画（＝サービス等利用計画案）を作成す

ること、②支給決定やその変更の決定後に、関係者との連絡調整等を行いサービスの種

類や内容、担当者等を記載した計画（＝サービス等利用計画）を作成することです。 

「継続サービス利用支援」とは、①決定された「支給期間」内において、支援が適切

に受けられているかなどを、定められた期間ごとに検証し、その結果や心身の状況、環

境、利用に関する意向などを勘案して、サービス等利用計画の見直しを行うこと、②そ

の結果に基づきサービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行

い、新たな支給決定又は変更の決定が必要であると認められる場合には、利用者に対し

て支給決定等に係る申請の勧奨を行うことです。これらがいわゆる「モニタリング」に

あたります。 

障害児相談支援とは、「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」からな

り、障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居

宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援）を申請した児童が対象です。 

「障害児支援利用援助」が「サービス利用支援」（利用計画の作成）に相当します。

「継続障害児支援利用援助」が「継続サービス利用支援」（モニタリング）に相当しま

す。 

このように「計画相談支援」又は「障害児相談支援」は、ケアマネジメントでいうイ

ンテークからアセスメント、プランニング、モニタリングまで全てが含まれているとい

えます。 

 

利用者のエンパワメント

・地域の社会資源の把握
・地域の社会資源の連携づくり
・障がい者、障がい者団体への働きかけ
・地域、地域住民、行政機関への働きかけ
・自立支援協議会の運営

②アセスメント

④ケア計画の実施

⑤モニタリング

相 談

社会資源の改善および開発

新たな社会資源

集 約

フォーマルな支援

インフォーマルな支援

（再アセスメント）

③ケア計画の作成

①ケアマネジメント希望の確認

⑥評 価

[北海道相談支援従事者指導者養成研修,2014]

⑦終 了

繰り返し
行われる

ケアマネジメント
サイクル

【参考】
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(3) 地域相談支援 

「地域相談支援」とは、具体的には「地域移行支援」と「地域定着支援」を指してい

ます。 

「地域移行支援」は、障害者支援施設等に入所している方や精神科病院（精神病院以

外で精神病室が設けられている病院を含む）に入院している精神障がいのある方等（※）

に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与すること

です。 

「地域定着支援」は、居宅において単身その他の状況で生活する障がいのある方に常

時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等について相談等の便

宜を供与することです。実際の地域相談支援は、相談などの間接的な支援をしつつ、直

接的な支援も多く含まれます。 

※ 他に地域移行支援の対象となる施設 … のぞみの園、生活保護法の救護施設及び更

生施設、刑務所や少年院などの矯正施設、更生保護施設など 

３ 相談支援専門員の役割 

 相談支援専門員の役割・責務等については、「障害者総合支援法に基づく指定計画相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省令第２８号。以下「基

準省令」といいます。）第１５条の規定により、次のように定められています。 

(1) 相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関す

る業務を担当する。（第１項第１号） 

(2) 計画相談支援の提供にあたっての役割（第１項第２号） 

ア 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うこと 

イ 利用者又はその家族にサービスの提供方法等について理解しやすいように説明す

ること 

ウ 必要に応じて同じ障害を有する者による相談支援等適切な手法をとること（ピアサ

ポート） 

(3) サービス等利用計画の作成にあたっての全体的な留意事項（第２項第１号～第４号） 

  ア 利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めること 

  イ 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために作成すること 

  ウ 利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等

の利用が行われるようにすること 

  エ 利用者の日常生活全般を支援する観点から、障害福祉サービス等に加え、それら以

外の福祉サービスや地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含め

て利用計画に位置付けること 

  オ 利用者等が選択できるよう、地域におけるサービスの内容、利用料等の情報を利用

者又は家族に適正に提供すること 

(4) 計画作成のためのアセスメント（第２項第５号～第６号） 

  ア 適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般

の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生活や自立した日常生活を営むことがで

きるよう、支援する上で解決すべき課題等を把握すること 

  イ アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接

すること 

  ウ 面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ること 

(5) 利用計画案の作成（支給決定前）（第２項第７号～第１０号） 
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  ア 地域における体制を勘案して、アセスメントにより把握された解決すべき課題等に

対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせを検討すること 

  イ 利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す

べき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種

類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、モニタリング期間の提案

等を記載したサービス等利用計画案を作成すること 

  ウ サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法に規定する障害福

祉サービス等の対象となるかどうかを区分した上で、利用計画案の内容を利用者又は

その家族に対して説明し、文書により利用者等の同意（＝サービス等利用計画案への

署名）を得るとともに、サービス利用計画案を利用者等に交付すること 

(6) 利用計画の作成（支給決定後）（第２項第１１号～第１３号） 

  ア 支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行

い、障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行うこと 

  イ サービス担当者会議の開催等により、利用計画案の内容について説明を行うととも

に、担当者から、専門的な見地からの意見を求めること 

  ウ サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又は

その家族に対して説明し、文書により利用者等の同意（＝サービス利用計画への署名）

を得るとともに、サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付すること 

(7) 継続サービス利用支援（モニタリング）について（第３項第１号～第３号） 

  ア サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握や利用者の継

続的な評価等を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等を行

う者等との連絡調整等を行うこと 

  イ 新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利

用者等に対し必要な手続きを勧めること 

  ウ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡

を継続的に行い、市町村が定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面

接するほか、その結果を記録すること 

※ 結果の記録として「モニタリング報告書」を作成するが、基準省令では、文書に

より利用者等の同意（＝モニタリング報告書への署名）を得ることまでは求めてい

ないものの、利用者等に支援の状況を確認する機会でもあるため、文書による同意

をもらう。ただし、「継続サービス利用支援費」請求の際に文書による同意が得ら

れていなくても請求は可能。 

  エ サービス等利用計画の変更の場合も、(3)～(6)の内容に従うこと 

(8) 入所・入院など（第３項第４号） 

   利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合や利用

者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、紹介その他の便宜の

提供を行うこと 

(9) 退所・退院など（第３項第５号） 

   指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者やその家族

から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、

必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うこと 

４ サービス等利用計画作成について 

  サービス等利用計画は単に公的サービスの組み合わせではなく、インフォーマルな資源
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を含めた総合的な計画とする必要があります。制度的には次の内容を含むように求められ

ています。 

(1) 利用計画案の記載事項（基準省令第１５条第２項第７号） 

  ア 利用者及びその家族の生活に対する意向 

  イ 総合的な援助の方針 

  ウ 生活全般の解決すべき課題 

  エ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期 

  オ 福祉サービス等の種類、内容、量 

  カ 福祉サービス等を提供する上での留意事項 

  キ モニタリング期間に係る提案 等 

(2) 利用計画の記載事項 

   利用計画案の内容に加え、以下の事項を追加することとされています。 

  ア 福祉サービス等の利用料（利用者負担上限額） 

  イ 福祉サービス等の担当者（事業者等名称及び担当者名） 

『サービス等利用計画作成のポイント』                               【参考】 

○  サービス等利用計画の備えるべき特徴  

１．自立支援計画であること  

２．総合支援計画であること  

３．将来計画であること  

４．ライフステージを通した一貫した支援計画であること  

５．不足するサービス・資源を考える契機であること  

６．ネットワークによる協働であること  

○  サービス等利用計画作成のチェックポイント  

１．エンパワメント視点が入っているか  

２．アドボカシーの支援が入っているか  

３．トータルな生活を支援する計画となっているか  

４．連携・チーム計画となっているか  

５．サービス等調整会議（現行の「サービス担当者会議」）が開催されているか   

６．ニーズに基づいた計画となっているか  

７．中立・公平な計画となっているか   

８．生活の質を向上させる計画となっているか  

（「サービス等利用計画作成サポートブック」日本相談支援専門員協会  平成 24 年 3 月） 

５ サービス等利用計画と個別支援計画 

  相談支援専門員が作成するサービス等利用計画と、サービス管理責任者等が作成する個

別支援計画等は、「全体と部分」、「総合と個別」ともいえます。どちらかが上位にある

訳ではなく、役割を補い合う関係にあります。相談支援事業者とサービス事業者は、支給

決定後やモニタリング後の「サービス担当者会議」で情報共有、連絡調整等を行うことが

求められています。このほかにも、アセスメントの段階から相談支援事業所とサービス事

業所が情報共有するなど、必要に応じ会議や打ち合わせを行うことが重要です。 

(1) サービス等利用計画 

   相談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービス

の組み合わせ等について検討し作成するものです。 

(2) 個別支援計画等 

   サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者）が、サービス
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等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、自らのサービス事業等の中での支援

内容等について具体的に検討し作成するものです。 

 

６ 記録の作成と保存（基準省令第３０条） 

  指定特定相談支援事業者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければなりません。 

計画相談支援等の提供に関して、以下記録を整備し、計画相談支援等を提供した日から

５年間保存しなければなりません。 

(1) モニタリングの実施に伴い、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関す

る 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 

ア 利用計画案及び利用計画 

イ アセスメントの記録 

ウ サービス担当者会議等の記録 

エ モニタリングの結果の記録 

(3) 不正給付等に係る市町村への通知に係る記録 

(4) 提供した相談支援等並びに利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又 

は家族からの苦情の内容等の記録 

(5) 計画相談支援等の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置につ 

いての記録 

 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者

支
給
決
定
（市
町
村
）サ

ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

※点線枠部分は、必要により実施

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト 利

用
契
約
（利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の
必要性や職業能力の程
度などについて、外部
の専門機関等に状況照
会。

【参考】

[厚生労働省 平成25年1月]
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７ 障害福祉現場の業務効率化のための ICT 活用 

基準省令や報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面

で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた対応を可能としていま

す。対応可能対象なものは以下のとおりです。 

・ サービス担当者会議、事例検討会等（基準省令第 15 条第 2 項第 11 号） 

・ 感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会（基準省令第 22 条第 3 項第 1 号） 

・ 虐待防止のための対策検討委員会（基準省令第 28 条の 2 第 1 号）  
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 第２章 対象となる障がい者                         

１ 対象者 

サービス等利用計画案の対象者は、「障害福祉サービスを申請した障がい者又は障がい

児の保護者」及び「地域相談支援を申請した障がい者」と障害者総合支援法に規定されて

おり、また、障害児支援利用計画案の対象者は、「障害児通所支援を申請した障がい児の保

護者」と児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定されています。 

以下の２に掲げる例外を除き、障害福祉サービス等の支給申請を行う者全てが、利用計

画案提出の対象となります。 

※ 利用計画案を提出する具体的な場合 

・ 障害福祉サービス等の新規・更新申請時 

・ 計画相談支援の対象となっている障害福祉サービス等の有効期間中に新たなサービ

スを申請する場合 

・ 障害福祉サービス等の支給量の変更申請をする場合（日中活動系サービスを併給し、

かつ毎月それぞれの支給量が変更になる場合を除く） 

２ 利用計画案の提出を要しない例外 

(1) 対象となる障がい者が介護保険制度のサービスを利用する場合 

居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため

不要となります。 

ただし、介護保険制度のサービスにはなく、障害福祉サービス固有の行動援護、同行

援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援の利用を希望する場合には、

利用計画案の提出が必要です。 

(2) 訓練等給付の暫定支給決定者が本支給決定となる場合 

暫定支給決定対象サービス（自立訓練（機能訓練、生

活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型）で、暫定

支給決定後に引き続き本支給決定を受ける場合は利用計

画案の提出は不要です。この場合、本決定を見越して利

用計画案を作成してください。 

ただし、特別支援学校等在学生が夏季・冬季の長期休

暇中に暫定支給決定を受けてサービスを利用するなど、

暫定支給決定と本支給決定が連続しない場合は、利用計

画案提出の対象となります。 

(3) 日中活動系サービスの併給で毎月それぞれの支給量が変更となる場合 

例えば、生活介護と就労継続支援等日中活動系サービスを併給する場合で、かつ毎月

それぞれの支給量が変更となる場合は、サービスの利用状況に変更はないため利用計画

案の提出は不要です。 

(4) 利用計画の変更が軽微である場合 

受給している複数のサービスのうち一つを辞退した場合、障害福祉サービス等提供事

業所（以下「サービス提供事業所」といいます。）若しくは相談支援事業所を変更した場

合、転居した場合又は家族構成に変動があった場合などは利用計画の見直しが必要とな

ってきますが、障害福祉サービス等の申請を行わず、利用計画の変更が軽微である場合

は、利用計画案の提出は不要です。 

(5) モニタリング期間を変更する場合 

＜区役所用＞ 

区には、利用計画案提出は

されないが、計画相談支援に

ついて更新決定を行うこと。 
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   計画様式 2-1 に新たなモニタリング期間を記載し提出してください。なお、計画相

談支援給付費等の請求はできません。（第４章４(3)参照） 
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 第３章 請求のために必要な要件及び支給額                            

１ 計画相談支援費の支給要件 

(1) サービス利用支援費とは 

指定特定相談支援事業者等がサービス利用支援等を行い、利用計画について文書によ

り利用者の同意を得た場合に算定します。制度上、利用者に支給されますが、指定特定

相談支援事業者等が国民健康保険連合会（国保連）に請求することで代理受領します。

利用者負担はありません。 

(2) 継続サービス利用支援費とは 

指定特定相談支援事業者等が継続サービス利用支援等を行い、サービス利用支援費と

同様に算定し、指定特定相談支援事業者等が代理受領します。 

２ 計画相談支援給付費等の支給期間 

(1) 支給期間の開始月 

ア 新規に計画相談支援給付費等の対象となる者 

サービス利用支援等を実施する月（利用計画を作成する月） 

イ 既に（継続して）計画相談支援給付費等の対象となっている者 

更新前の支給期間の翌月 

(2) 支給期間の終期月 

計画相談支援等対象者が利用する障害福祉サービスの支給決定等の有効期間のうち、

最長の有効期間の終期月 

３ 障害児相談支援給付費及び計画相談支援給付費との適用関係 

(1) 障害児相談支援給付費の支給要件 

障害児相談支援給付費は指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用援助又は継続

障害児支援利用援助を行った場合に支給されます。具体的要件については「１(1)サービ

ス利用支援費及び(2)継続サービス利用支援費」と同様です。 

(2) 障害児相談支援と計画相談支援の適用関係 

障がい児が障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用する場合には、計画相談

支援及び障害児相談支援の対象となります。 

なお、札幌市ではこの場合、提出様式は両者共通で、報酬は障害児相談支援給付費の

み支給されるため、障害児相談支援のみ支給決定を行っております。 

４ 事業の実施者 

計画相談支援は指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援は指定障害児相談支援事

業者が行います。 

なお、サービス提供事業所の職員を兼務する相談支援専門員が利用計画を作成した結果、

兼務するサービス提供事業所がサービスの提供を行うこととなった場合、サービス提供事

業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかね

ませんので、モニタリングや支給決定の更新又は変更に係る計画相談支援等については、

当該事業所と兼務しない別の相談支援専門員が実施することとします。ただし、新規支給

決定から概ね３か月以内の場合は当該相談支援専門員がモニタリングを実施することが

可能です。 
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５ 支給単位・加算等 

詳細は、《別冊》『計画相談支援・障害児相談支援 報酬の算定要件等について』を参照

してください。 

(1) 計画相談支援（基本報酬） 

ア サービス利用支援費  

 

 
（1）機能強化型ｻｰﾋﾞｽ利用支援費（Ⅰ） 

体制届の 

提出が必要 

取扱件数(※) 

(※)40 未満

であること

が、機能強

化型算定要

件の内の１

つにある 

1,864 単位/月 

 

 
（2）機能強化型ｻｰﾋﾞｽ利用支援費（Ⅱ） 1,764 単位/月 

 

 
（3）機能強化型ｻｰﾋﾞｽ利用支援費（Ⅲ） 1,672 単位/月 

 

 
（4）機能強化型ｻｰﾋﾞｽ利用支援費（Ⅳ） 1,622 単位/月 

  （5）サービス利用支援費（Ⅰ） 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 未満の部分について

算定 

1,522 単位/月 

  （6）サービス利用支援費（Ⅱ） 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 以上の部分について

算定 

732 単位/月 

イ 継続サービス利用支援費 

 

 

（1）機能強化型継続ｻｰﾋﾞｽ利用支援費

（Ⅰ） 

体制届の 

提出が必要 

取扱件数

(※)40 未満

であること

が、機能強

化型算定要

件の内の１

つにある 

1,613 単位/月 

 

 

（2）機能強化型継続ｻｰﾋﾞｽ利用支援費

（Ⅱ） 
1,513 単位/月 

 

 

（3）機能強化型継続ｻｰﾋﾞｽ利用支援費

（Ⅲ） 
1,410 単位/月 

 

 

（4）機能強化型継続ｻｰﾋﾞｽ利用支援費

（Ⅳ） 
1,360 単位/月 

  （5）継続サービス利用支援費（Ⅰ） 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 未満の部分について

算定 

1,260 単位/月 

  （6）継続サービス利用支援費（Ⅱ） 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 以上の部分について

算定 

606 単位/月 

※ 取扱件数（（継続）サービス利用支援費等の請求件数）は前 6 か月間の平均値 

  ★ 令和 3 年 9 月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001/1,000 に相当する

単位数を算定  
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(2) 障害児相談支援（基本報酬） 

ア 障害児支援利用援助費 

 （1）機能強化型障害児支援利用援助費

（Ⅰ） 

体制届の 

提出が必要 

取扱件数

(※)40 未満

であること

が、機能強

化型算定要

件の内の１

つにある 

2,027 単位/月 

 （2）機能強化型障害児支援利用援助費

（Ⅱ） 
1,927 単位/月 

 （3）機能強化型障害児支援利用援助費

（Ⅲ） 
1,842 単位/月 

 （4）機能強化型障害児支援利用援助費

（Ⅳ） 
1,792 単位/月 

 （5）障害児支援利用援助費(Ⅰ) 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 未満の部分について

算定 

1,692 単位/月 

  （6）障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 以上の部分について

算定 

815 単位/月 

イ 継続障害児支援利用援助費 

 （1）機能強化型継続障害児支援利用援助

費（Ⅰ） 

体制届の 

提出が必要 

取扱件数

(※)40 未満

であること

が、機能強

化型算定要

件の内の１

つにある 

1,724 単位/月 

 （2）機能強化型継続障害児支援利用援助

費（Ⅱ） 
1,624 単位/月 

 （3）機能強化型継続障害児支援利用援助

費（Ⅲ） 
1,527 単位/月 

 （4）機能強化型継続障害児支援利用援助

費（Ⅳ） 
1,476 単位/月 

 （5）継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 未満の部分について

算定 

1,376 単位/月 

  （6）継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

相談支援専門員 1 人当た

り、1 か月の取扱件数(※)

が 40 以上の部分について

算定 

662 単位/月 

※ 取扱件数（（継続）サービス利用支援費等の請求件数）は前 6 か月間の平均値 

  ★ 令和 3 年 9 月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001/1,000 に相当する

単位数を算定  
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(3) 計画相談支援と介護保険の居宅介護支援等との調整  

介護保険制度のケアプランが作成されている利用者

に、障害福祉のサービス等利用計画案の作成を求める

場合であって、同一の者が作成を担当する場合には、

次の単位が、サービス利用支援費等から減額されます。 

ア 居宅介護支援費重複減算（Ⅰ） 

  居宅介護支援費（要介護１・２）が併算定される場合それぞれ右欄の額が減算される 

  
機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ） 

サービス利用支援費（Ⅰ） 
-572 単位 

 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ） 

継続サービス利用支援費（Ⅰ） 
-623 単位 

イ 居宅介護支援費重複減算（Ⅱ） 

  居宅介護支援費（要介護３～５）が併算定される場合それぞれ右欄の額が減算される 

  
機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ） 

サービス利用支援費（Ⅰ） 
-881 単位 

  サービス利用支援費（Ⅱ） -92 単位 

  
機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ） 

継続サービス利用支援費（Ⅰ） 
-932 単位 

 継続サービス利用支援費（Ⅱ） -278 単位 

ウ 介護予防支援費重複減算 

  介護予防支援費が併算定される場合それぞれ右欄の額が減算される 

 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ） 

継続サービス利用支援費（Ⅰ） 
-16 単位 

(4) 各種加算① 

特別地域加算 

中山間地域等に居住している者に対して支

援を行った場合に算定 
＋15/100 

 

＜区役所用＞ 

申請者が介護保険を利用して

いるときは計画作成者に留意

し、システムの「重複加算」に入

力を行う。 

＜区役所用＞ 

特定の地域（厚生労働大臣が定める「過疎地域」、「特別

豪雪地域」等）の障害者支援施設やグループホーム等に居

住している利用者に対して、計画相談支援等を実施した

場合は加算対象となるため、システムの特別地域加算欄

に必ずチェックすること。 

なお、対象地域は過疎地域自立促進特別措置法等の法

令に基づき告示されるが、市町村の一部区域のみの場合

があるほか、告示が変更になることがあるので、下記の主

な特別地域対象外市町村以外の市町村の場合、計画相談

支援等事業者に確認すること。 

【北海道内の主な特別地域対象外市町村】 

札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、室蘭市、苫

小牧市、登別市、帯広市 
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利用者負担上限額管理加算 上限管理を行った場合に算定 150 単位/月 

初回加算 

 

新規に利用計画を作成する際に算定 

（セルフプランからの切替でも算定可） 

300 単位/月 

（計画相談） 

500 単位/月 

（障害児相談) 

計画相談支援等の利用契約をした日から利

用計画案を対象者に交付した日までの期間

が 3 ヶ月を超える場合、3 ヶ月を経過す

る以後に、月に 2 回以上、利用者の居宅

等を訪問し利用者及びその家族と面談を行

った場合は、所定単位数に当該面接をした

月の数（3 を限度）を乗じて得た単位数を

算定 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 
入院時に利用者の同意を得て医療機関に情

報提供した場合に算定 

（（Ⅰ）は医療機関を訪問しての情報提

供、（Ⅱ）は訪問以外の方法での情報提

供） 

200 単位/月 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100 単位/月 

退院・退所加算 

利用者の退院・退所時に医療機関、施設等

から情報収集する等し、利用計画を作成

し、障害福祉サービス等の調整を行った場

合に算定 

200 単位/回 

居宅介護支援事業所等連携加算 

（計画相談のみ） 

 

これまで障害福祉サービス等を利用してい

た利用者が、介護保険サービスを利用する

場合又は通常の事業所に新たに雇用される

場合であって、指定居宅介護支援事業所、

指定介護予防支援事業所、雇用先の事業所

又は障害者就業・生活支援センター等（以

下「関係機関」という。）へ引継ぐ場合に

おいて、一定期間を要するものに対し、当

該利用者を担当している相談支援専門員

が、情報提供を行い支援内容の検討等に協

力する場合（①④）、居宅等への月２回以

上の訪問による面接を行った場合（②

⑤）、関係機関が開催する会議への参加を

行った場合（③⑥）に算定 

100 単位/回 

（①④） 

300 単位／回 

（②③⑤⑥） 

※指定居宅介護支

援事業所、指定介

護予防支援事業所

の場合は①～③ 

※雇用先の事業

所、又は障害者就

業・生活支援セン

ター等の場合は④

～⑥ 

保育・教育等移行支援加算 

（障害児相談のみ） 

これまで障害福祉サービス等を利用してい

た利用者が、就学、進学する場合又は通常

の事業所に新たに雇用される場合であっ

て、保育所、小学校、特別支援学校、雇用

先の事業所又は障害者就業・生活支援セン

ター等（以下「関係機関」という。）へ引

継ぐ場合において、一定期間を要するもの

に対し、当該利用者を担当している相談支

援専門員が、情報提供を行い支援内容の検

討に協力する場合（①）、居宅への月２回

以上の訪問による面接を行った場合

（②）、関係機関が開催する会議への参加

を行った場合（③）に算定 

100 単位/回 

（①） 

 

300 単位/回 

（②③） 
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医療・保育・教育機関等連携加算 

サービス利用支援等の実施時に医療・保

育・教育機関等の職員と面談を行い、情報

提供を受け、協議を行った上で、サービス

等利用計画を作成した場合に算定 

100 単位/月 

集中支援加算 

計画決定月及びモニタリング対象月以外の

業務について、月２回以上の居宅等への訪

問による面接を行った場合（①）、サービ

担当者会議を開催した場合（②）、関係機

関が開催する会議へ参加した場合（③）に

算定 

300 単位/回 

サービス担当者会議実施加算 

継続サービス利用支援等の実施時に、利用

者の居宅等を訪問して面接することに加

え、利用計画に位置づけた障がい福祉サー

ビス等の担当者を招集して、状況確認や必

要な便宜の提供等について検討を行った場

合に算定 

100 単位/月 

サービス提供時モニタリング加算 

継続サービス利用支援等実施時又はそれ以

外の機会において、利用計画に位置づけた

福祉サービス事業所等を訪問し、直接確認

し確認結果の記録を作成した場合に算定 

100 単位/月 

(5) 各種加算②＜体制届の提出が必要＞ 

主任相談支援専門員配置加算 

常勤の相談支援専門員を 1 名以上配置

し、かつ、そのうち 1 名以上が主任相談

支援専門員で、その旨を公表し、主任相談

支援専門員が適切な指導を行うことができ

る体制が整備され、事業所の従事者等に対

し資質の向上のための研修を実施した場合

に算定 

100 単位/月 

ピアサポ―ト体制加算 

障害者ピアサポート研修における基礎研修

及び専門研修の課程を修了し、修了した旨

の証明書の交付を受けた者を、次の従事者

としてそれぞれ常勤換算方法で 0.5 人以

上配置し、その旨を公表し、配置された者

のいずれかにより、事業所の従事者に研修

が年 1 回以上行われている場合に算定 

・ 障害者又は障害者であったと市町村長が

認める者 

・ 管理者、相談支援専門員その他従事する

者 

※ 令和５年度までの経過措置あり 

100 単位/月 

行動障害支援体制加算 

行動障害のある知的障がい者、精神障がい

者に適切な計画相談支援をするため、所定

の研修を修了した常勤の相談支援専門員を

1 名以上配置し、その旨を公表している場

合に算定 

35 単位/月 
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要医療児者支援体制加算 

医療的なケアを要する児童や障がい者に適

切な計画相談支援をするため、所定の研修

を修了した常勤の相談支援専門員を 1 名

以上配置し、その旨を公表している場合に

算定 

35 単位/月 

精神障害者支援体制加算 

精神科病院に入院又は地域で単身生活等を

する精神障がい者に適切な計画相談支援を

するため、所定の研修を修了した常勤の相

談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨

を公表している場合に算定 

35 単位/月 

○ 北海道で実施されている研修の例 

  ・ 強度行動障害支援者養成研修／行動援護従事者養成研修 … 行動障害支援体制加算の対象 

  ・ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 … 要医療児者支援体制加算の対象 

  ・ 精神障がい者地域移行研修会 … 精神障害者支援体制加算の対象 

 

(6) 各種加算③＜運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられ

ていることを定めていることと、体制届の提出が必要＞ 

地域生活支援拠点等相談強化加算 

拠点機能を担う事業所が、連携する短期入

所事業所への緊急時受入の対応をした場合

に算定 

700 単位/回 

地域体制強化共同支援加算 

※令和 3 年 4 月現在未実施 

拠点機能を担う事業所が、支援困難事例等

についての課題検討を通じ、地域課題の明

確化と解決に向けて情報共有等を行う場合

に算定 

2,000 単位/月 

※ 当該加算は「協議会に対し、文書により説明及び指導の内容を報告すること」が要件ですが、

現在、札幌市自立支援協議会において、報告を受ける場が未設置であることから、当該加算は算

定できません。なお、報告の場の設置に関しては検討中です。  
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6 利用者負担の上限額管理事務 

障害福祉サービス等の利用者負担の上限額管理を行う事業者の順序は以下のとおりで

す。 

障害福祉サービス 障害児通所支援 

① 居住系サービス利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

① モニタリングを毎月実施する利用者（新規支

給決定者で利用開始から3か月間毎月モニタ

リングを実施する者を除く） 

～指定障害児相談支援事業者 

② モニタリングを毎月実施する利用者（新規支

給決定者で利用開始から3か月間毎月モニタ

リングを実施する者を除く） 

～指定特定相談支援事業者 

② 障害児通所支援利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

原則として、契約日数の多い事業者 

③ 日中活動系サービス利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

 

④ 訪問系サービス利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

 

⑤ 就労定着支援又は自立生活援助の利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

 

⑥ 短期入所サービス利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

 

⑦ 共同生活援助サービスの体験利用者 

～当該サービスを提供している事業者 

 

したがって、指定特定相談支援事業者が利用

者負担の上限額管理を行うのは、居住系サービ

ス利用者以外で、モニタリングを毎月実施する

障害福祉サービス等利用者に限定されます。 

したがって、指定障害児相談支援事業者が利

用者負担の上限額管理を行うのは、モニタリン

グを毎月実施する障害児通所支援利用者に限定

されます。 

※ 上限額管理を行う場合には、契約内容報告書の提出時に「利用者負担上限額管理事務依頼（変

更）届出書」による届出が必要です。 

  



- 21 - 
 

【参考：計画相談支援給付費報酬算定構造】 
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【参考：障害児相談支援給付費報酬算定構造】 
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 第４章 継続サービス利用支援等のモニタリング期間               

モニタリング期間については、対象者の区分に応じ次のとおりとします。なお、別表 1、

別表 2、別表４についても参照してください。 

 
出典／令和元年度 相談支援従事者指導者養成研修資料を一部修正 

１ 基本的取扱い 

 (1) ３か月ごと 

ア 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入所の利用者 

イ 日中サービス支援型共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労定着支援及び自

立生活援助の利用者 

ウ 上記ア、イのサービス、療養介護、重度障害者包括支援及び施設入所支援以外の利

用者で、65 歳以上の者（介護保険でケアプランを作成されている者を除く） 

エ 居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所を利用する障がい児 

(2) ６か月ごと 

ア 療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援の利用者 

イ 共同生活援助（日中サービス支援型を除く）、就労継続支援 A 型及び就労継続支援

B 型の利用者 

ウ 地域移行支援、地域定着支援の利用者 

エ 障害児通所支援を利用する障がい児 

(3) モニタリング期間が異なる複数の障害福祉サービス等を利用する場合 

  モニタリング期間が短いサービス等に合わせることとします。 
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２ 上記１を超えて実施する場合 

(1) １か月ごと（3 か月を限度） 

   障害福祉サービス等の新規支給決定者（初めて障害福祉サービス等を利用する者） 

※ 支給開始決定後、障害福祉サービス等の事業者が見つからない等の理由で、サービ

ス担当者会議の開催及びサービス等利用計画への本人同意が月遅れでなされた場合

には、モニタリングは残りの月のみ実施してください。（例えば、4 月 1 日に支給開

始となり、モニタリングを４、５、６月の 3 か月実施する予定で、サービス等利用計

画への本人同意が 5 月であった場合、５、6 月のみモニタリングを実施する） 

(2) １か月ごと（原則１年以内） 

ア 入院、入所から地域生活へ移るために一定期間集中的な支援を行うことが必要な以

下の(ｱ)から(ｴ)のいずれかに該当する地域移行者で、地域生活に移行した月から状態 

の安定が図られるまでの期間。なお、同居者の有無は問いません。また、障がいの程

度による制限もありません。 

(ｱ) 障がいと関連のある理由により概ね３か月以上入院していた者が退院した場合 

(ｲ) 障害者支援施設（＝施設入所支援を行う施設）等障がいを事由とした施設に概ね

３か月以上入所していた者が退所した場合 

(ｳ) 共同生活援助から退去した場合 

(ｴ) 共同生活援助等に居住したことによる住環境の変化のほか、居住中に起こった変

化（就職等）等、集中的に支援を行うことが必要な場合 

イ 住環境が大きく変わる場合や、家族の入院、死亡又は弟妹の出生等による家庭環境

の変化やライフステージの変化（乳幼児期⇒学齢期、学齢期⇒就労など）により生活

環境が大きく変わる場合 

ウ 学齢期の長期休暇等により、心身の変化のおそれがある場合、また、就学前の児童の

状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある場合 

エ 障害児入所施設を退所した障がい児 

※ 1 年間毎月モニタリングを実施した後、さらに上記ア～エに該当する場合には、更

に 1 年以内の期間で毎月モニタリングを実施する旨を区担当者に報告し、担当者の確

認を得た上で、４(3)に基づきモニタリング期間を変更できるものとします。 

(3) １か月ごと（計画相談支援給付費等の支給期間満了まで） 

ア 単身生活者（共同生活援助（ＧＨ）利用者を除く。）で計画的な支援が必要な者のう

ち、次のいずれかに該当するため、サービスの利用調整ができない者 

(ｱ) 認定調査項目「２－１０日常の意思決定」が「部分的な支援が必要」又は「全面

的な支援が必要」に該当しているか、それに準じる状態であると認められる者 

(ｲ) 身体障がいで、障害支援区分が４以上に該当する者 

なお、上記の(ｱ)又は(ｲ)に該当し、同居者が次のいずれかに該当する場合は単身生

活者とみなします。 

・ 未成年者 

・ 障がい又は疾病を有するために、利用調整に係る援助が困難 

・ 高齢者又は要介護者であるために、利用調整に係る援助が困難 

・ 放置、無理解、無関心等により、利用調整に係る援助が困難 

イ 重度包括支援該当する者 

重度障害者等包括支援（介護の必要性が極めて高い方が対象）の対象者の要件に該

当し、当該サービスの支給決定を受けていない者 

ウ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更のおそれのある者 
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(4) モニタリング期間を決定する際特に留意すべき事項 

上記１及び２(1)～(3)で示した期間はあくまで利用するサービス等に応じて設定し

た標準期間であることを踏まえ、一律に標準期間に沿って設定するのではなく、アセス

メントにより勘案すべき事項の状況を把握した相談支援専門員の提案等も十分に踏ま

えながらモニタリング期間を設定します。 

さらに、標準期間において示した状態像以外であっても、例えば本人の特性、生活環

境、家庭環境等などにより、以下のような状態像となっている利用者の場合、頻回なモ

ニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられる

ため、標準よりも短い期間で設定することが望ましいです。 

（具体例） 

・ 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要で

ある者 

・ 障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者 

・ 障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者 

・ 複数の障害福祉サービス等を利用している者 

・ 家族や地域住民等との関係が不安定な者 

下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリン 

グ期間の設定に当たっては、特に留意して検討してください。 

・ 単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者） 

・ 複合的な課題を抱えた世帯に属する者 

・ 医療観察法対象者 

・ 犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等） 

・ 医療的ケア児 

・ 強度行動障害児者 

・ 被虐待者又はその恐れのある者（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養

護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等） 

(5) 集中支援加算算定が必要となる利用者について留意すべき事項 

当該加算は、緊急的、臨時的な取扱いであり、頻回に算定が必要となる利用者につい

ては、モニタリング頻度をあらためて区において検証することがあります。 

3 モニタリング期間の受給者証への記載 

(1) 上記１の該当者 

  モニタリング期間欄に「３ケ月ごと」又は「６ケ月ごと」と

記載 

(2) 上記２(1)の該当者（障害福祉サービス等の新規支給決定者） 

モニタリング期間欄に上記１の基本的な取扱いによるモニ

タリング期間を記載し、特記事項欄に「支給決定月から○ケ月

（最長３ケ月）はモニタリングを毎月実施」と表示 

(3) 上記２(2)の該当者 

ア 計画相談支援給付費の支給期間が１年を超える場合 

 モニタリング期間欄に「３ケ月ごと」又は「６ケ月ごと」、

特記事項欄に「支給決定月から○ケ月（最長１２ケ月）はモ

ニタリングを毎月実施」と表示 

イ 計画相談支援給付費の支給期間が１年以内の場合 

＜区役所用＞ 

モニタリング期間

を、システムに入力す

ること。 

なお、モニタリング

実施月の設定について

は、報酬支払いに関連

してくるため、利用計

画案及び利用計画を受

理した際に、誤りがな

いか、入力もれがない

か等、細心の注意を払

って確認する必要があ

る。 
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モニタリング期間欄に「１ケ月ごと」と記載 

 (4) 上記 2(3)の該当者 

   モニタリング期間欄に「１ケ月ごと」と記載 

※ 実際にモニタリングを実施する月については、あらかじめ「利用計画」に記載し、

これに基づき実施してください。 

４ モニタリング実施期間 

(1) モニタリング期間に係る継続サービス利用支援等の開始月と終期月の設定 

ア 開始月 

(ｱ) モニタリング期間が１か月ごと 

利用する障害福祉サービスの支給決定開始日が各月１日の場合は同月、開始日が

各月１日以外の場合は翌月を原則とします。ただし、障害福祉サービス利用開始日

が 1 日以外であっても上旬である場合は、同月に設定することも可能とします。 

なお、モニタリングの実施は、利用計画の作成後、その実施状況の把握を行うこ

とが目的です。そのための十分な期間をおいて実施するよう努めてください。 

   (ｲ) (ｱ)以外 

障害福祉サービス等の有効期間の終期月においてモニタリングを実施すること

となるため、終期月からさかのぼって対象者ごとに設定してください。 

イ 終期月 

計画相談支援給付費等の支給期間の終期月と同じとします。 

 (2) モニタリング期間を変更する場合の取扱い 

利用計画（計画様式２－１）に新たなモニタリング期間及び

実施月を記載し、提出してください。なお、計画の変更ではな

いため、利用者からの署名は不要です。また、計画相談支援費

の請求はできません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ モニタリングを予定していた月に実施できなかった場合 ☆ 

 利用者の都合等でモニタリングを当初の予定月ではない月

に実施した場合、1 年度のモニタリング予定実施回数以内で

あれば、実施した月分の報酬を請求することができます。 

 しかし、予定月ではない月に継続サービス利用支援費等を国

保連に請求すると、国保連での報酬の仮審査でエラーとなり、

その後の札幌市の二次審査を通過しないと請求が返戻され、報

酬が支払われません。 

何らかの事情で、モニタリングの予定月に実施できず、国保

連の仮審査処理結果票でエラーとなった場合は、必ず障がい福

祉課（011-211-2936）までご連絡ください。二次審査で請

求が認められるよう手続きを行うことが可能です。 

なお、モニタリングを当初の予定月ではない月に実施したも

のの、当初の予定月で請求することは、不正な請求となること

から、絶対にしないでください。 

＜区役所用＞ 

システムにて、計

画相談支援等の変

更と新たなモニタ

リング期間の決定

を行い、受給者証を

再交付すること。 

＜区役所用＞ 

相談支援事業所

から問い合わせが

あった場合は、事業

所名、対象者を聴取

し、障がい福祉課ま

で連絡すること。 
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 第５章 セルフプランによる提出                     

利用計画案については、指定特定相談支援事業者等が作成する利用計画案に代えて、「セ

ルフプラン」を作成し、提出することができます。 

１ セルフプランの作成者 

「指定特定相談支援事業者等」以外の者とされており、本人了解のもと、家族やサービ

ス提供事業所等が作成することも認められています。  

２ セルフプランの記載内容 

指定特定相談支援事業者等が作成する「利用計画案」と比べ軽易な記載内容となります。 

３ サービスの支給決定後の取扱い 

指定特定相談支援事業者等が作成する「利用計画案」と異なり、支給決定後の利用計画

提出やモニタリングの実施はありません。また、計画相談支援給付費等も支給されません。 

4 セルフプランの提出原則不可の取扱い 

  以下の(1)～(8)の障害福祉サービス等の申請者は、利用計画案の提出が必要です。ただ

し、エンパワメント（自分自身や家族の力で、自らの問題や課題を解決していくこと）の

観点から利用者や保護者が希望する場合又は指定相談支援事業者が見つからない場合に

は、下記(7)を除きセルフプランによる提出を可とします。 

(1) 障害支援区分認定が必要な障害福祉サービスを初めて利用する新規申請者（短期入所

のみ月７日以内の支給申請者を除く） 

(2) 療養介護・施設入所支援の申請者 

(3) 知的障がい又は精神障がい者による重度訪問介護の申請及び重度訪問介護の申請に

先立ちアセスメント並びに環境調整を目的とした行動援護の申請者 

(4) 重度障害者等包括支援を新たに利用しようとする申請者 

(5) 地域相談支援（地域移行・定着支援）の申請者 

(6) 自立生活援助の申請者 

(7) 居宅訪問型児童発達支援の申請者 

(8) 札幌市外に所在する共同生活援助の申請者 

５ セルフプラン提出原則不可者の拡大に伴う取扱い 

平成 29 年２月からセルフプラン提出原則不可者を拡大した

ことにより、障害福祉サービス等の新規又は更新時に、指定特定

相談支援事業者等がただちに計画相談支援等の対応ができない

場合は、以下の取扱いとします。 

(1) 指定特定相談支援事業者等は、「計画相談支援候補者」とし

て、セルフプラン作成の補助を行い、事業所名を明記したセル

フプランを区に提出します。 

(2) 区において、(1)について従来通りセルフプランで支給決定

されます。 

(3) 障害福祉サービスの支給決定後、指定特定相談支援事業者 

等は、次回更新時までの任意の時期に計画相談支援に関する

必要書類を作成します。 

なお、計画案の作成にあたっては、計画相談支援等の終期は

＜区役所用＞ 

 提出されたセルフプ

ランは「当該事業所にお

ける計画相談支援候補

者のセルフプラン」とし

て受理すること。 
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セルフプランにて支給決定済のサービス等の終期となること、

モニタリング期間は、その終期からさかのぼって設定すること

に留意してください。（モニタリング期間については第４章を

参照） 

(4) 特定相談支援事業者等は、必要書類作成後、計画相談支援給

付費等支給申請の手続きを行います。 

(5) 区から計画相談支援給付費支給通知書及び障害福祉サービ

ス受給者証が交付されます。 

６ セルフプランから計画相談支援等への切り替え 

計画相談支援等が真に必要な障がい者(児)にできるだけ計画相談支援等が結びつくよう、

セルフプラン（計画未作成者を含む）から計画相談支援等への切替えを可とします。 

   

 

  

＜区役所用＞ 

 支給決定済のサービ

ス等の終期を確認のう

えで計画相談支援等の

終期を設定し、セルフプ

ランの廃止及び計画相

談支援等の給付決定を

行うこと。 
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 第６章 申請から計画相談支援給付費等の支払いまで                    

 

  

＜新規申請＞フロー図  
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＜新規申請＞相談支援事業者用  
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＜新規申請＞区役所用❶   
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＜新規申請＞区役所用❷ 
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＜新規申請＞区役所用❸ 
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＜新規申請＞区役所用❹ 
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＜更新申請＞フロー図 
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＜更新申請＞相談支援事業者用 
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＜更新申請＞区役所用 
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＜変更申請＞フロー図 
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＜変更申請＞相談支援事業者用 
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＜変更申請＞区役所用 
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 第７章 その他                            

１ 指定特定相談支援事業者等の変更 

指定特定相談支援事業者等を変更する場合には、利用者又は依

頼を受けた指定特定相談支援事業者等が、障害福祉サービス受給

者証等を添付のうえ、計画相談支援等依頼（変更）届出書を区保

健福祉部に提出してください。また、指定特定相談支援事業者等

は、契約内容報告書を提出してください。（別表３参照） 

なお、新しい指定特定相談支援事業者等によりモニタリング期

間を変更しようとする場合は、上記書類とともに、利用計画（計

画様式２-１）の相談支援事業者名欄に新旧事業者名を併記のう

え、新たなモニタリング期間を記載し提出してください。 

区より、指定特定相談支援事業者名等を変更された障害福祉サ

ービス受給者証等が利用者に交付されます。 

２ 支給の取り消し 

利用者の死亡、市外転出、その他決定に係る要件を満たさなくなったときには、区にお

いて支給の取り消しを行うこととなります。 

3 国保連請求のエラーについて 

毎月 10 日までの国保連請求の結果、仮審査処理結果票において多数発生する請求エラ

ーコードをまとめました。エラーが発生した際には、それぞれ以下のとおり対応してくだ

さい。 

計 画 相 談 

エラーコード 

障害児相談 

エラーコード 
内  容 

・ 原因 

⇒ 対応 

※ 注意点 

 

EG02 EG01 
受給者（障害児支援）台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の

認定情報が登録されていません 

・ 受給している区と異なった区に請求している。 

・ 受給者証番号を誤って記載して請求している。 

・ 計画相談支援の受給者だが障害児相談支援で請求している（逆の場合も同様）。 

⇒ 誤りを訂正して再請求してください。 

EG76 EG82 
受給者（障害児支援）台帳の計画相談支援情報の「計画相談支援有

無」が「無し」のため、相談（障害児）支援給付費は算定できません 

・ 決定支給期間の開始月前に請求している。 

・ 支給決定について、区でのシステム入力処理が遅れている。 

⇒ サービスを受給している区に確認してください。 

EG78 EG84 

相談支援給付費請求書の「事業所番号」が受給者（障害児支援）台帳

の計画（障害児）相談支援情報の「計画（障害児）相談支援事業所番

号」と一致していません 

・ 事業所が変更されていない。 

・ 事業所の変更について、区でのシステム入力処理が遅れている。 

⇒ サービスを受給している区に確認してください。 

＜区役所用＞ 

システムに契約内容

報告書の情報を入力

し、指定特定相談支援

事業者名等を変更した

障害福祉サービス受給

者証等を交付するこ

と。 
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EH01 EG96 ﾞ 
初回加算が受給者（障害児支援）台帳の決定支給期間の「開始年月」

以外で算定されています 

・ 決定支給期間の開始月において初回加算を算定して請求することができず、翌月以降に加算を

算定して請求している（サービス等利用計画の同意を得ることができずに遅れてしまった等）。 

⇒ 障がい福祉課あてに連絡し、初回加算を「開始年月」以外の月で算定して請求することとなっ

た事情を説明してください。やむを得ない事情であれば、国保連に対して請求が認められるよう

手続きを行います。 

 ※ 報酬の請求権はサービス等利用計画の同意を得た際に発生することとなるため、エラーにな

ったからといって、本計画の同意を得る以前の月で請求をし直すようなことは絶対にしないで

ください。不正な請求となります。 

EH02 EH03 

モニタリング日の年月に一致する受給者（障害児支援）台帳の「モニ

タリング対象月」が無しのため継続サービス（障害児）利用支援費は

算定できません 

・ 当初モニタリングを予定していた月以外の月にモニタリングを実施し、継続サービス（障害

児）利用支援費を算定して請求している（受給者の都合でモニタリングの実施が遅れた、事業所

の錯誤により予定月以外にモニタリングを実施した等）。 

⇒ 障がい福祉課あてに連絡し、予定月以外でモニタリングを実施して、継続サービス（障害児）

利用支援費をモニタリング予定月以外の月に請求することとなった事情を説明してください。や

むを得ない事情であれば、国保連に対して請求が認められるよう手続きを行います。 

 ※ 報酬の請求権は本モニタンリングを実施した際に発生することとなるため、エラーになった

からといって、モニタリングを行っていないのに当初の予定月で請求をし直すようなことは絶

対にしないでください。不正な請求となります。 
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○障害福祉サービス等の有効期間と計画相談支援の支給期間の関係について

・　計画相談支援の支給期間は、計画相談支援の対象となる障害福祉サービス、地域相談支援の最長の
　サービスに合わせる。

・　支給期間の最終月にはモニタリングを行う。計画相談支援を更新する場合には合わせてサービス等利
　用計画案の作成を行う。

・　モニタリング期間は、支給期間の最終月から逆算して設定する。

※凡例
計　・・・　サービス等利用計画作成月　　　　　モ　・・・　モニタリング実施月

１　有効期間が１年の障害福祉サービスの場合

(1) １年後にサービスを更新する場合（モニタリング期間６月、居宅介護の例）

1年 2年 3年

居宅介護 居宅介護

計 モ 計 モ 計

(2) はじめてサービスを利用する場合（モニタリング期間６月、居宅介護の例）

1年 2年 3年

居宅介護 居宅介護

計 モ モ モ モ 計 モ 計

(3) モニタリング期間が３月の場合（自立生活援助の例）

1年 2年 3年

自立生活援助

計 モ モ モ モ

利用するサービス

支給期間

利用するサービス

支給期間

利用するサービス

支給期間

最終月から逆算して設定す

る。

更新する場合は、サービス利用支援費のみ請求する。更新しない場合は

モニタリングをして終了。継続サービス利用支援費を請求する。

最初の3か月間は毎月モニタリングを実施する。支給期間始期が１日から開始して

いる場合は初回モニタリングを始期月に実施し、翌月、翌々月の３回実施する。

別表１ モニタリング期間の考え方（基本） 
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(4) 暫定支給決定期間があるサービスを利用する場合（就労移行支援で１年後に更新の場合）

1年 2年 3年

就労移行支援

計 モ 計 モ モ 暫定支給決定期間

２　有効期間が３年の障害福祉サービスの場合

(1) 共同生活援助（日中サービス支援型を除く）の例

1年 2年 3年

共同生活援助

計 モ モ モ モ モ 計

(2) 共同生活援助（日中サービス支援型を除く）で最初１年間毎月モニタリングの例

1年 2年 3年

共同生活援助

計 モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ 計

(3) 日中サービス支援型共同生活援助の例（モニタリング期間３月）

1年 2年 3年

日中サービス支援型共同生活援助

計 モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ モ 計支給期間

利用するサービス

支給期間

利用するサービス

支給期間

利用するサービス

支給期間

利用するサービス

暫定支給決定期間から継続して本決定する場合、サービス等利用計画の提出は不要なので、本

決定を見越したサービス等利用計画を提出する。

更新する場合は、サービス利用支援費のみ請求する。更新しない場合は

モニタリングをして終了。継続サービス利用支援費を請求する。
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 複数サービスを利用する場合の計画相談支援のモニタリングの考え方は、別表１の考え方

を踏まえ、以下の点に留意して設定してください。 

 

 

※提出書類については、別表３も参照すること 

 

 

  

○障害支援区分認定期間と障害福祉サービス等の有効期間の関係について

・　障害支援区分認定（区分認定）を要するサービスの有効期間は区分認定期間の終期月を基準として、
　必要に応じて有効期間の短縮を行った上で、区分認定の終期月に合わせるものとする。

・　区分認定を要さないサービスのみを併給する場合は、先に支給決定を行ったサービスの終期月を基準
　とする。

・　サービスの追加と合わせて区分認定を行う場合、既に支給決定を受けているサービスについては、次
　回の更新時に終期を合わせる。

・　標準利用期間のあるサービスは期間短縮を行わない。

○複数の障害福祉サービスを利用する場合の計画相談支給期間について

・　計画相談支援の支給期間中に新たなサービスを追加する場合も必ず利用計画案を提出する。

・　新たなサービスが支給決定され、最長のサービス有効期間が変わる場合には、最も有効期間が長いサ
　ービスの終期月に計画相談支援の支給期間の終期月を合わせる。そこから逆算してモニタリング月を設
　定する。

・　計画相談支援の支給期間中に新たなサービスの支給申請に合わせて利用計画案を提出する際、
　「３点セット」（計画相談支援給付費支給申請書、計画相談等依頼（変更）届出書、契約内容報告書）
　の提出は不要

※凡例

・・・　区分認定を要するサービス ・・・　区分認定を要さないサービス

計　　・・・　サービス等利用計画作成月　　　　　モ　・・・　モニタリング実施月
計　　・・・　サービス等利用計画作成月（３点セット提出不要）

１　区分認定要のサービスに、区分認定不要のサービスを追加する場合

※居宅介護を３年間更新、途中から就労継続支援Ａ型事業所を追加する例（モニタリング期間６月）

1年 2年 3年

居宅介護 居宅介護 居宅介護

就労継続支援A ←期間短縮

計 モ 計 計 モ 計 モ 計

利用するサービス①

支給期間

区分認定期間

利用するサービス②

新サービスを追加するので、

サービス等利用計画を提出

居宅介護を更新するので、サービ

ス等利用計画を提出

支給期間の終期は変わらず。終期

月からモニタリング月を逆算

暫定支給決定期間

別表２ モニタリング期間の考え方（複数のサービスを利用する場合）  
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２　区分認定不要のサービスに区分認定不要のサービスを追加する場合

※ 就労継続支援Ｂ型（50歳以上）に同行援護を追加する例（モニタリング期間６月）

1年 2年 3年

就労継続支援Ｂ

同行援護更新

計 モ 計 計 モ 計 モ 計

３　区分認定要のサービスから区分認定要サービスに切り替える場合

※ 居宅介護（更新なし）⇒生活介護

1年 2年 3年

居宅介護

生活介護 ←期間短縮

計 モ 計 モ モ モ モ モ

４　区分認定不要のサービスに区分認定要サービスを追加する場合

※ 就労継続支援Ｂ型に居宅介護を追加する例（モニタリング期間６月）

1年 2年 3年

就労継続支援Ｂ

居宅介護 居宅介護

計 計 モ 計 計 モ 計 モ モ

区分認定期間

利用するサービス①

利用するサービス②

利用するサービス①

利用するサービス②

利用するサービス①

支給期間

支給期間

同行援護

区分認定期間

支給期間

利用するサービス②

新サービスを追加するので、

サービス等利用計画を提出
同行援護は就労継続支援Ｂと終期月を

揃えるため、初回は期間短縮

居宅介護は更新しないのでモ

ニタリングのみ

区分認定要の居宅介護更新時に就労継続支援Ｂの終期を合

わせる。その後の更新は居宅介護と同じ

※同行援護は区分認定不要だが、

区分3以上が見込まれる場合には申

請時に区分認定調査を行う。
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５　区分認定不要のサービスに標準利用期間のあるサービスと区分認定要

　のサービスを追加する場合
※ 外部サービス利用型共同生活援助に就労移行支援を追加し、さらに居宅介護を追加する例

　（モニタリング期間６月）

1年 2年 3年

共同生活援助（外部サービス利用型）

就労移行支援

居宅介護 居宅介護 居宅介護

計 計 計 モ 計 モ モ 計 モ 計

６　標準利用期間のあるサービスに区分認定要のサービスを追加する場合

※ 就労移行支援に介護サービス包括型共同生活援助を追加する例（モニタリング期間６月）

1年 2年 3年

就労移行支援

共同生活援助（介護サービス包括型）

計 計 モ 計 モ モ モ モ 計

区分認定期間

利用するサービス①

利用するサービス②

支給期間

区分認定期間

利用するサービス①

利用するサービス③

支給期間

利用するサービス②

原則とは異なるが、標準利用期間があるサービスの後に

区分認定要のサービスを支給決定する場合、標準利用期

間のあるサービスに終期月を合わせる取扱をしている場

合もある。

更新する場合は、サービス利用支援費のみ請求する。更新しない場合は

モニタリングをして終了。継続サービス利用支援費を請求する。
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【区役所用】
システムの
受付入力

受付入力不要 × × × × ○ × × × ×

受付入力不要 × × × × ○ × × × ×

変更受付入力 × × × × ○ × × △ ×

事業者情報入力 × ○ × × × × ○ △ ×

申請がないため、
処理不要

× × × × × × × × ×

※４　区分認定が必要な場合は認定結果通知日から７日以内、不要の場合は申請日から３０日以内に提出する。
　　　⇒申請から支給決定まで３か月以上要する見込みである場合は、原則利用開始予定日（有効期間始期）の３０日前までに
　　　　提出する。
※５　サービス等利用計画に新たなモニタリング期間を書き入れ（本人署名不要）、計画様式２－１のみ提出する。

○ ×

○～提出が必要
△～必要に応じ提出　※１、２
×～提出が不要

※１　モニタリング報告書は支給決定のため区役所から提出を求めら
　　れた場合に提出する。
※２　利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書は相談支援事業
　　者が上限額管理を行う場合に提出
　　する。
※３　すでに併給しているサービス等がある場合で、申請したサービ
　　ス等の有効期間始期の時点で計画相談等の有効期間内の場合は提
　　出不要。

・新規申請（既に計画
相談支援等を利用して
おり、既存サービス等
の有効期間内に新しい
サービスを受給しよう
とする場合）
・変更申請(既に計画相
談支援等を利用してい
る場合）

△・新規申請（下記以外
の場合）
・更新申請
・変更申請（初めて計
画相談支援等を利用す
る場合）

△

△ × × ×

○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ×

計
画
相
談
支
援
給
付
費
等
支
給
申
請
書
　
※
３

計
画
相
談
支
援
等
依
頼
（

変
更
）

届
出
書
　
※
３

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
案

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
案
別
紙

×

サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
（

写
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
 
※
１

計
画
相
談
支
援
等
契
約
内
容
報
告
書
　
※
３

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
事
務
依
頼
（

変
更
）

届
出
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
※
２

ア
セ
ス
メ
ン
ト
記
録

支給決定前　※４

支給決定前　※４

支給決定後

支給決定後

モニタリング期間の変更　※５

相談支援事業者の変更

その他サービス申請を伴わない計画変更

新規受付入力（既
存の計画相談は廃
止）又は更新受付
入力

受付入力不要

別表３ 区保健福祉部に提出が必要な書類 
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別表４ 障害福祉サービス等の種類 
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「基準省令」と「報酬告示」、「事務処理要領」等 

 計画相談支援等は障害者総合支援法に、障害児相談支援等は児童福祉法に規定されていますが、法律の

中では、「厚生労働省令で定める」や「厚生労働大臣が定める」とされている箇所があります。 

「厚生労働省令」のうち基準省令（「指定基準」等という場合もある）と、「厚生労働大臣が定める」報

酬告示等について、次のとおり整理することができます。（この他にも省令や告示、通知はあります） 

根拠法 

事業所を運営していく上で守らなけ

ればならないルールなど 
報酬を請求する時のルールなど 

利用者の利用(支

給決定)に関する

ルールなど 

(事務処理要領) 

基準についての

省令 

(基準省令) 

省令の解釈につ

いての通知 

(解釈通知) 

報酬の内容 

(報酬告示) 

告示についての

解釈などに関す

る通知 

(留意事項通知) 

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律 

(障害者総合支援法) 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定計

画相談支援の事

業の人員及び運

営に関する基準 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定計

画相談支援の事

業の人員及び運

営に関する基準

について 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定計

画相談支援に要

する費用の額の

算定に関する基

準 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定障

害福祉サービス

等及び基準該当

障害福祉サービ

スに要する費用

の額の算定に関

する基準等の制

定に伴う実施上

の留意事項につ

いて 

介護給付費等に

係る支給決定事

務等について 障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定地

域相談支援の事

業の人員及び運

営に関する基準 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定地

域相談支援の事

業の人員及び運

営に関する基準

について 

障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

に基づく指定地

域相談支援に要

する費用の額の

算定に関する基

準 

児童福祉法 

児童福祉法に基

づく指定障害児

相談支援の事業

等の人員及び運

営に関する基準 

児童福祉法に基

づく指定障害児

相談支援の事業

等の人員及び運

営に関する基準

について 

児童福祉法に基

づく指定障害児

相談支援に要す

る費用の額の算

定に関する基準 

児童福祉法に基

づく指定通所支

援及び基準該当

通所支援に要す

る費用の額の算

定に関する基準

等の制定に伴う

実施上の留意事

項について 

障害児通所給付

費に係る通所給

付決定事務等に

ついて 

◎ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改訂について（厚生労働省ホームページ）に、上記等の改正内容

についてデータが掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html 

◎ 事務処理要領【令和３年４月】については、次（厚生労働省ホームページ）からご確認いただけます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17797.html 

 

用 語 集 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17797.html
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「障害者」と「障害児」 

(1) 障害者（障害者総合支援法第４条第１項） 

ア 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

イ 知的障害者福祉法にいう知的障害者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法にい

う発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。） 

なお、高次脳機能障害については、器質性精神障害として精神障害に分類されるものであり、(3)

により精神障害者であることが確認された場合、給付の対象となる。 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により継続的に日常生活または社会生活に相

当な制限を受ける者（以下「難病等対象者」という。） 

なお、これらに該当する 18 歳未満の者は「障害児」として区分される。 

(2) 障害児（障害者総合支援法第４条第２項） 

児童福祉法第４条第２項に規定する障害児。その範囲は、18 歳未満の者であって(1)のア～エと

同様。 

(3) 支給決定又は地域相談支援給付決定の対象となる障害者又は障害児 

市町村は、支給申請があった場合、申請者又はその児童が給付の対象となる障害者又は障害児である

かどうかを、以下の証書類又は確認方法で判断することができる。 

ア 身体障害者 

身体障害者手帳 

イ 知的障害者 

① 療育手帳 

② 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認

する。 

ウ 精神障害者 

以下のいずれかの証書類により確認する（これらに限定されるものではない。）。 

① 精神障害者保健福祉手帳 

② 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類（国民年金、厚生年金などの年

金証書等） 

③ 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類 

④ 自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る。） 

⑤ 医師の診断書（原則として主治医が記載し、国際疾病分類 ICD-10 コードを記載するなど精神

障害者であることが確認できる内容であること） 等 

エ 難病等対象者 

医師の診断書、特定医療費（指定難病）受給者証、指定難病に罹患していることが記載されて い

る難病医療費助成の却下通知等 

オ 障害児 

① 障害者手帳 

② 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類 

③ 手帳を有しない又は手当等を受給していない場合は、市町村（市町村保健センターを含む。）が

対象となる障害を有するか否かを確認するか、必要に応じ児童相談所等に意見を求めて確認する。

障害の有無の確認に当たっては、年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定

され支援の必要性が認められればよいものとする。ただし、児童福祉法第４条第２項に規定する法

第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児

童の場合は、医師の診断書等が必要となる。 

＜事務処理要領等を参考に作成＞ 
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「保護者」（障害者総合支援法第４条第３項） 

児童福祉法第六条に規定する保護者で、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す

る者をいう。 

 

「障害支援区分」（障害者総合支援法第４条第４項） 

障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的

に示す区分。 

 

「障害福祉サービス」（障害者総合支援法第 5 条第１項） 

介護給付（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害

者等包括支援、施設入所支援）及び訓練等給付（自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労

継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助）をいう。 

 

「ピアサポート」 

 ピア(peer) とは、日本語では「同じ立場にある仲間」という意味です。ですから、ピアサポートとは、

同じ立場にある・同じ課題に直面している仲間としての支えあいということになります。つまり、障害領

域のピアサポートとは障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活かして、仲間と

して支えることを指します。そして、ピアサポートの有効性を活かす実践をしている人をピアサポーター

と呼んでいます。 

＜平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業(身体・知的分野))障害者ピアサポー

トの専門性を高めるための研修に関する研究 基礎研修テキスト(第 3 版)2019 年 3 月より引用＞ 

 

「代理受領」（障害者総合支援法第五十一条の十七第３項） 

※ 計画相談支援の場合 

計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町

村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談

支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給す

べき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払

うことができる。 

 

「暫定支給決定」 

暫定支給決定とは、当該事業が支給申請に係る障害者に適したものかどうかをあらかじめ評価（アセス

メント）するための期間（暫定支給決定期間）に係る支給決定のこと。 

【基本的な考え方】 

訓練等給付に係る障がい福祉サービスは、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図

る観点から、利用を希望する事業について 

① 当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認 

② 当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間（暫定支給決定期間）を設定した

支給決定（暫定支給決定） 

を、行う事としている。 

【対象サービス】 

ア 自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

イ 就労移行支援 

ウ 就労継続支援Ａ型 
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※ 基準該当自立訓練（機能訓練・生活訓練）及び共生型自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者に

ついては、暫定支給決定を要しないものとする。 

※ 暫定支給決定の対象サービスに係る支給申請のあった障害者について、すでに暫定支給決定期間

中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によ

るアセスメントを要しないものと市町村が認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えな

いものとする。 

なお、就労継続支援Ａ型については、以下の①又は②のような場合に暫定支給決定期間中に行うアセ

スメントと同等と認められるアセスメントが行われているものとする。 

① 現在、就労継続支援Ａ型を利用している障害者が、他の市町村に転居する場合であって、転居後の

市町村においても引き続き就労継続支援Ａ型の利用を希望する場合に、転居前に利用していた就労

継続支援Ａ事業所から転居後に利用する予定の就労継続支援Ａ型事業所にアセスメント情報が引き

継がれており、かつ、当該アセスメント情報の内容から、改めて暫定支給決定を要しないと市町村が

判断できる場合 

② 就労移行支援を利用していたが、一般企業に就職できなかった障害者が、就労継続支援Ａ型の利用

を希望する場合に、当該就労移行支援事業所から利用予定の就労継続支援Ａ型事業所にアセスメン

ト情報が引き継がれており、かつ、当該アセスメント情報の内容から、改めて暫定支給決定を要しな

いと市町村が判断できる場合 

※ したがって、具体的には、就労移行支援（養成施設）については、当該養成施設においてあらかじ

め選考試験等により対象者が選考されるため、暫定支給決定は要さず、原則として当該選考によって

利用が内定している対象者について、予定されている養成課程の期間（３年又は５年）を支給決定の

有効期間とする支給決定を行う。 

【決定期間】 

暫定支給決定期間については、２か月以内の範囲で市町村が個別のケースに応じて設定する。 

＜事務処理要領を参考に作成＞ 

 

「障害児入所支援」（児童福祉法第七条②） 

障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生

活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障

害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重

複している児童に対し行われる治療。 

※ なお、障害児入所支援は、障害児相談支援の対象外。 

 

「３点セット」 

 札幌市の『計画相談支援等マニュアル』では、利用計画案と共に提出する、「計画相談支援給付費等支

給申請書」と「 計画相談支援等依頼届出書」、「契約内容報告書」を総称して表記している。 
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１ 相談支援専門員として活動を開始した時 
 

 

□自立支援協議会に参加していますか？ 

 

札幌市では、可能な限り自立支援協議会に参加することをお願いしています。 

自立支援協議会区地域部会に参加することで、相談支援専門員の活動についての理解

が深まるとともに、地域の色々な情報を得られたり、他の支援者との協力関係ができたり

することで、自身のスキルの向上と支援の向上につながります。 

 まだ、参加していない方は、所在地の区保健福祉課（以下「区」という。）に連絡し、

積極的に参加してください。 

 

□困ったとき、誰かに相談していますか？ 

 

困ったときはまわりの人に相談しましょう。相談先は、事業所内に関わらず、委託の障

がい者相談支援事業所、区、自立支援協議会地域部会等もあります。 

 

 

２ サービス利用支援等の対応時 
 

 

 □サービス利用支援等の対象者であることを確認しましたか？ 

 

  サービス利用支援等の対象者は、障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支援の

利用者です。移動支援など地域生活支援事業のみの利用の場合は対象外です。また、介護

保険制度の対象者は、介護保険制度の利用が優先されます。対象者がサービス利用支援等

の対象になるか不確かな場合には、区に確認してください。 

 

 □本人及び家族等（以下「本人」という。）に計画相談支援等の内容等について、丁寧に説

明し、書面にて本人の同意を得ましたか？ 

 

  支援の提供に際して、事前に必ず本人にその内容等を説明し、書面にて同意を得てくだ

さい＜基準省令第 5 条・解釈通知第二の 2(1)＞。 

  

相談支援専門員のためのチェックリスト 
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 □本人の居宅でアセスメントを行いましたか？ 

 

  本人だけではなく、本人の周辺環境（居住環境、家族状況など）も含めてアセスメント

を行うことが必要です。そのため、原則本人の居宅（障害者支援施設等、医療機関）で実

施します。なお、アセスメント時に限らず、相談支援専門員であることを証明できる証書

や名札等を携行し、初回訪問時及び必要時に本人に提示してください＜基準省令第 11 条、

第 15 条第 2 項第 5 号、第 6 号・解釈通知第二の 2(11)⑦、⑧＞。 

 

 □アセスメントが単なる情報収集の場になっていませんか？ 

 

  アセスメントは、信頼関係を構築するための大切な機会です。基本情報の聞き取り中心

となりがちですが、まずは本人の希望を聞いてください。また、状況に応じて、障害支援

区分の認定調査に同席し、調査と同時に本人の状況を聞き取る方法もあります。 

 

 □利用計画案は、本人の希望や把握された解決すべき課題への対応を盛り込んだ実現可能

な具体的内容になっていますか？ 

 

  計画案作成時には、Ｐ７に記載してある「サービス等利用計画作成のポイント」を確認

してください（基準省令第 15 条第 2 項第 7 号・解釈通知第二の 2(11)⑨）。 

 

 □モニタリング実施月は、本人の状況に合わせて設定しましたか？ 

 

  Ｐ23 からの「第４章 継続サービス利用支援等のモニタリング期間」に記載してある

内容を踏まえてモニタリング実施月を設定してください（基準省令第 15 条第 2 項第 7 号・

解釈通知第二の 2(11)⑨）。 

 

 □計画案作成後、本人に説明、同意、交付を行ったうえで、区に必要な書類を提出しました

か？ 

 

  区に計画案（原本）を提出します。区で障害福祉サービス等支給決定を行うために必要

な書類であるため、区分認定が必要な場合は認定結果通知日より７日以内、不要の場合は

申請日から 30 日以内に提出することが必要です。 

 

 □支給決定された内容を確認しましたか？ 

 

  本人が受け取った受給者証にて支給決定された内容を確認します。計画案と内容が異な

っている場合は、必要に応じて区に確認してください。 

 

 □サービス担当者会議を開催し、計画を確定させましたか？ 

 

  支給決定を受けた後、サービス担当者会議を開催し、関係者で支援内容や役割分担等を

確認し、計画を確定させます（基準省令第 15 条第 2 項第 11 号、12 号・解釈通知第二の

2(11)⑭⑮）。 
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 □確定した計画を本人、サービス提供事業者、区に提出しましたか？ 

 

  計画の確定後、本人に説明及び同意を得た後、その計画の写しを本人、サービス提供事

業者、区に提出します（基準省令第 15 条第 2 項第 13 号・解釈通知第二の 2(11)⑯）。 

 

 □確定した計画を区に提出した後に、報酬を請求しましたか？ 

 

  区に確定した計画を提出しない限り、報酬を請求することはできません。区に確定した

計画を提出したにも関わらず、請求がエラーになった場合には、まずは区に確認してくだ

さい。 

 

 □報酬を受領した後に、本人に計画相談支援給付費等の額を通知しましたか？ 

 

  法定代理受領により計画相談支援給費等の支給を受けた場合は、計画相談支援等対象障

害者等に計画相談支援給付費の額を通知しなければなりません（基準省令第 14 条第 1 項・

解釈通知第二の 2(10)①）。 

 

 □計画作成後も継続的に本人の状況を確認していますか？ 

 

  本人の状況は日々変化していきます。本人に必要な支援が過不足なく行われるよう、本

人やサービス提供事業者等との連絡は継続的に行ってください。状況が変化し、サービス

の変更等が必要な場合は区へ連絡してください（基準省令第 15 条第 3 項第 1 号・解釈通

知第二の 2(11)⑰）。 

 

 

３ 継続サービス利用支援等（モニタリング）の対応時 
 

 

□モニタリング実施月にモニタリングを行いましたか？ 

 

  やむを得ない理由がない限り、決められたモニタリング実施月以外にモニタリングを行

うことはできません。また、モニタリングの報酬を請求できません 

 

 □本人の居宅でモニタリングを行いましたか？ 

 

  アセスメントと同様に、本人だけではなく、本人の周辺環境（居住環境、家族状況など）

も含めてモニタリングを行うため、原則本人の居宅（障害者支援施設等、医療機関）で実

施します。モニタリングの際には、Ｐ７に記載してある「サービス等利用計画作成のポイ

ント」を確認してください（基準省令第 15 条第 3 項第 2 号・解釈通知第二の 2(11)⑱）。 
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 □モニタリング後、必要な書類を区に提出しましたか？ 

 

  モニタリングを実施した際には、その結果を記録し、区より提出を求められた場合は速

やかにモニタリング報告書を提出してください。また、モニタリングの結果の記録は。５

年間保存しなければなりません。モニタリングの報酬が請求できるのは、モニタリング報

告書を作成した後となります。なお、モニタリングの結果で利用計画の内容が変更となる

場合には、障害福祉サービス等支給申請が必要となるため、区に連絡してください（基準

省令第 15 条第 3 項第 2 号、3 号・解釈通知第二の 2(11)⑱、⑲）。 

 

 □サービス更新時のモニタリングの際には、区へ計画案等を提出しましたか？ 

 

  サービス更新時のモニタリングの際には、区へ計画案（原本）の提出が必要です（モニ

タリング報告書は区から提出を求められた場合には同時に提出）。なお、この時の報酬は、

サービス利用支援等の報酬単価となります。 

 

 □サービスの更新、変更がされた後、支給決定された内容を確認しましたか？ 

 

  本人が受け取った受給者証にて支給決定された内容を確認します。計画案と内容が異な

っている場合は、必要に応じて区に確認してください。その後、サービス担当者会議を開

催し、計画を確定させます 

 

 □確定した計画を本人、サービス提供事業者、区に提出しましたか？ 

 

  計画の確定後、本人に説明及び同意を得た後、その計画の写しを本人、サービス提供事

業者、区に提出します 

 

 

４ 支援を終了する時 
 

 

□サービス提供事業者と区に連絡をしましたか？ 

 

  支援を終了する際は、速やかに関係者に連絡してください。 
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【参考資料】サービス等利用計画評価チェックシート（札幌市版） 
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サービス等利用計画評価チェックシート（札幌版）

利用者氏名：
計画作成者：

事業所名：
チェック機関：
評価日

チェック項目 チェックポイント 札幌版様式チェック箇所 回答

1 エンパワメント、アドボカシーの視点
① 本人の思い・希望の尊重 「こうやって生活したい」「こんなことをやってみたい」という本人の思い・願いができるだけ具体的な言葉を使って表現さ

れているか。
これを踏まえて本人が希望する生活の全体像が記載されているか。
本人の意向を汲み取ることが難しい場合、本人の意思伝達・意思確認手段がきちんと記載されているか。

2-1①②
2-2②
2-3③

② 本人の強み（ストレングス）への着眼 本人が持っている力、強み、できること等が、潜在的なものも含めて評価され、前向きな言葉や表現で記載されている
か。
「…できない」といったマイナスの言葉、表現で埋め尽くされていないか。

2-1①
2-2①⑤

③ 本人が行うことの明確化 支援やサービスを受けながらも、全てを他に拠るのではなく、本人ができる（できそうな）役割をもつことが明確に記載さ
れているか。

2-2⑤

④ 本人にとっての分かりやすさ できるだけ本人の言葉や表現を使い、障害特性も考慮し、わかりやすく工夫された表現、本人の意欲を高め自分のこ
ととして捉えられるような表現で記載されているか。

全ての項目
（特に、2-1①～③、2-2①②⑤）

⑤ 目標設定の妥当性と権利擁護 本人の権利を擁護し、本人が試行錯誤して時には失敗から学ぶこと（トライアンドエラー）も視野に入れ、段階的に達成
可能（スモールステップ）で本人の意欲を高めることができる具体的な目標が記載されているか。
単なる努力目標、実効性や本人のペースを無視した過度な負担が生じる目標、達成困難な目標が記載されていない
か。
単なるサービス内容が目標として記載されていないか。

2-1①②
2-2①②③⑤⑥
2-3①～③

2 総合的な生活支援の視点
① 目指す生活の全体像の明示 最終的に到達すべき方向性、サービス提供によって実現する、本人が希望する生活の全体像が、総合的かつ具体的

に記載されているか。（生活者に対する「総合支援」計画と読み取れるか）
2-3③

② 障害福祉サービス利用に限定しない生活全体の考
慮

生活する上でサービスの利用の必要性がない課題（ニーズ）についても網羅し、単にサービスを利用するためではな
く、本人が希望する生活を実現するための課題を記載しているか。

2-2④
2-3①②

③ 障害福祉以外のサービスやインフォーマルな支援
の有無

障害福祉だけでなく、保健、医療、教育、就労、住宅、司法等の幅広い領域のサービス、及び公的支援（障害福祉サー
ビス等）だけでなく、その他の支援（インフォーマルサービス）が、本人ニーズに基づき、必要に応じて記載されている
か。
記載されていない場合、その理由が明確にされているか。

2-2④⑥
2-3①②

④ １週間、１日の生活の流れの考慮 週間計画表の1週間、1日の生活の流れをみて、望む生活を可能とする支援（障害福祉サービス以外を含む）が網羅さ
れ、総合的に生活全体をイメージできる記載になっているか。
本人による活動、家族による支援等も記載されているか。

2-3全ての項目

⑤ ライフステージや将来像の意識 乳幼児期・学齢期・成人期それぞれのステージ間に切れめがないよう、これまでの支援方針や各種計画（保育の計
画、個別の教育支援計画等）が活かされ、次のステージに向けたトータルプランとなっているか。
単に過去のものを引き継ぐのではなく、将来を見通した総合的な計画になっているか。

2-1全ての項目

3 連携・チーム支援の視点
① 支援の方向性の明確化と共有 支援に関わる関係機関等が共通の理解をもって取り組めるよう、支援の方向性が、明確、かつ、具体的に記載されて

いるか。
解決すべき課題、支援目標、達成時期、サービス提供内容、本人の役割、評価時期等に整合性を持たせて記載され
ているか。

2-1全ての項目
2-2全ての項目

② 役割分担の明確化 相談支援専門員が多くの問題を一人で抱え込まずに、支援に関わる関係機関それぞれに役割を分担し、連携した取
り組みができるよう、その内容が具体的に記載されているか。（チームによる「総合支援」計画と読み取れるか）
関係機関が見て、自分の役割が分かりやすく体系的に記載されているか。相互連携のための連絡網が記載されてい
るか。

2-2④⑤⑥
2-3①②

③ 個別支援計画との関係 サービス提供事業所が個別支援計画を作成する上で、支援の方向性やサービス内容を決める際の基礎情報となるこ
とを意識して分かりやすく記載されているか。（抽象的で誰にでも当てはまるような内容になっていないか）
サービス提供事業所が個別支援計画作成の参考にできる情報や事業所に対するメッセージが記載されているか。（単
なるサービス内容だけでない、具体的な支援のポイント等が分かりやすく記載されているか）

2-1全ての項目
2-2全ての項目
3全ての項目

④ サービス提供事業所の情報把握 サービス提供の内容、頻度、支援者としての意見等について、サービス提供事業所から聞き取り、記載されているか。 3①②④

⑤ 地域資源情報の把握 地域の社会資源を把握し、必要に応じて自立支援協議会、地域関係の中で連携可能な近隣住民や関係者等から意
見を聞き取り、記載されているか。

2-2④⑥、2-3②
3②④

4 ニーズに基づく支援の視点
① 本人のニーズ 本人の意向、希望する生活が具体的、かつ、的確に把握され、「～したい」「～なりたい」等、本人の言葉として表現さ

れ、記載されているか。
本人が優先的に解決したいと思う課題や取り組みたいという意欲的な課題から優先する等、本人の意向を十分汲み
取って記載されているか。
本人の意向を汲み取ることが難しい場合、家族や支援者から十分な聞き取りをした結果が記載されているか。

2-1全ての項目
2-2①⑤

② 家族の意向 家族の意向を具体的に的確に把握し、記載されているか。
本人の意向と明確に区別し、誰の意向かが分かるように明示して記載されているか。

2-1全ての項目
2-2①②⑤⑥

③ 優先順位 本人が意欲を持ってすぐに取り組める課題、緊急である課題、本人の動機付けとなる課題、すぐに効果が見込まれる
課題、悪循環を作りだす原因となっている課題、医師等の専門職からの課題等を関連付け、緊急性、重要性を考慮し
て、まず取り組むべき事項から適切に優先順位がつけられているか。

2-1②
2-2①②③⑥

④ 項目間の整合性 本人のニーズを踏まえて作成された計画について、サービス、役割、評価時期などの項目は整合性が取れているか。 2-2全ての項目

⑤ 相談支援専門員の総合的判断 相談支援専門員の専門職としての総合的判断（見立て）と本人の意向、ニーズが一致した記載となっているか。一致し
ない場合、その調整方法も記載されているか。
本人の要望だけが記載されていたり、支援者側からの一方的な提案だけになっているといった、専門職としての判断
のない記載となっていないか。

2-1全ての項目
2-2①②⑤
2-3③

5 中立・公平性の視点
① サービス提供法人の偏り サービス提供法人が特定の法人（特に相談支援事業所の運営法人）に偏っていないか。偏っている場合、その理由が

明確にされているか。
2-2④
2-3①②

② 本人ニーズとの比較 本人ニーズや生活実態に合わせた適正な計画となっているか。サービスが過大、過小な計画になっていないか。 2-1全ての項目、2-2①④、2-3①②

③ 同じような障害者との比較 同じような障害、同じようなサービスを必要とする障害者と比較して、過大、過小な計画となっていないか。なっている場
合にそうなった合理的理由を明確に記載しているか。

2-2②③④
2-3①②

④ 地域資源との比較 本人ニーズに基づいた地域支援の活用であることがきちんと説明できているか。
選択できる地域資源があるにも関わらず、既存のサービス提供事業所での継続利用だけの計画になっていないか。

2-2④⑥、2-3①②
3④

⑤ 支給決定基準の参照 行政の支給決定基準に合わせた機械的な計画になっていないか。 2-2④、2-3①②、3④

6 生活の質の向上の視点
① サービス提供状況 サービス等利用計画通りにサービスが提供されたか、事業者として本人の生活の変化をどう捉えているかについて

サービス提供事業所に聞き取った結果が記載されているか。
その聞き取りは「いつ」「誰に」「どのように」実施したかが記載されているか。

3②④

② 本人の感想・満足度 本人がサービスの内容や事業所等について満足しているか、不満や改善してほしいことはないかについて聞き取った
結果が記載されているか。
その聞き取りは「いつ」「誰に」「どのように」実施したかが記載されているか。

3③④

③ 支援目標の達成度 サービス等利用計画通りにサービスが提供され、どの程度まで支援目標で掲げた状態に近づいたかについて検討し
た結果が記載されているか。
その検討は、「いつ」「誰と」「どのように」実施したかが記載されているか。（本人・家族・事業所への聞き取り、個別支
援計画の確認、サービス等調整会議の開催等）

3①④

④ 計画の連続性 本人ニーズ、関係機関の支援、ライフステージ等に変化がないか確認した結果が記載されているか。
未達成の支援目標、新たな課題への対応について検討し、必要に応じて計画の変更を行った結果の概要が記載され
ているか。（計画変更した場合は変更理由、具体的なサービス種類・量・週間計画の変更内容。変更しなかった場合は
その理由）
上記の確認・検討は、「いつ」「誰と」「どのように」実施したかが記載されているか。（本人・家族・事業所への聞き取り、
個別支援計画の確認、サービス等調整会議の開催等）

3①④

⑤ 全体の状況 モニタリング会議での総合的判断を反映し、全体の状況を的確に把握した上で、今後の方向性が記載されているか。 3①

1：十分できている
2：できている
3：できていない、書面
だけでは評価不可能
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サービス等利用計画評価チェックシート（札幌版簡素化）

利用者氏名：
計画作成者：

事業所名：
チェック機関：
評価日

チェック項目 札幌版様式チェック箇所 今回
前回（　/　）
実施結果

前々回（　/　）
実施結果

1 エンパワメント、アドボカシーの視点
① 「○○したい」と本人の言葉で、希望する生活の全体像が書いてある 2-1①②

2-2②
2-3③

② 本人の強みを捉えて、前向きに表現している 2-1①
2-2①⑤

③ 全てをサービスなどに頼るのではなく、本人の役割も書かれている 2-2⑤

④ 本人にとってわかりやすい言葉や表現で書かれている 全ての項目
（特に、2-1①～③、2-2①②⑤）

⑤ 希望する生活に向けて、少しずつ段階的に近づくように目標が書かれている 2-1①②
2-2①②③⑤⑥
2-3①～③

2 総合的な生活支援の視点
① 本人が望む生活の全体像がわかりやすく書かれている 2-3③

② 障害福祉サービスを使うこと(サービスの支給決定)だけを目的とした計画ではなく、本人の希望を実現するための課題
も書かれている

2-2④
2-3①②

③ 医療、教育、司法等の領域のサービスやインフォーマルなサービス等も書かれている 2-2④⑥
2-3①②

④ 本人が望む一週間及び一日の生活に必要なサービス等が網羅され、具体的にイメージできるように書かれている 2-3全ての項目

⑤ 就学や就労など次のステージへ切れ目がないよう、これまでの支援方針や関連する個別の計画が活かされて、将来に
向けて総合的に書かれている

2-1全ての項目

3 連携・チーム支援の視点
① 関係機関が共通理解をもってチームで支援できるよう、その方向性が具体的に書かれている 2-1全ての項目

2-2全ての項目
② 相談支援専門員が課題を一人で抱え込まずに、チームで連携して対応できるよう関係機関の役割が具体的に書かれ
ている

2-2④⑤⑥
2-3①②

③ 個別支援計画の参考になるように、基礎情報、支援ののポイント、関係機関へのメッセージが具体的に書かれている 2-1全ての項目
2-2全ての項目
3全ての項目

④ 関係機関の支援内容、頻度、意見について、具体的に聞き取ったことが書かれている 3①②④

⑤ 本人の生活に関わる地域の関係者(近隣住民、お店など)や自立支援協議会関係者を把握し、普段の様子を聞き取っ
て、それが書かれている

2-2④⑥、2-3②
3②④

4 ニーズに基づく支援の視点
① 本人の希望する事が「～したい」といった本人の言葉で具体的に書かれている。また本人の思いをしっかり汲み取り、
本人が取り組みたい課題から優先するように書かれている

2-1全ての項目
2-2①⑤

② 家族の意向を具体的に把握し、本人の思いと区別して、誰の意向かわかるように書かれている 2-1全ての項目
2-2①②⑤⑥

③ 課題に対して本人の意欲や緊急性、即効性、重要性、専門性等を考慮して、まず取り組むべき事項から適切に優先順
位がつけられている

2-1②
2-2①②③⑥

④ 本人のニーズに基づいて、支援目標、サービス種類、評価時期などの項目が一連の流れの中で整合性をもって書かれ
ている

2-2全ての項目

⑤ 本人の要望だけ、あるいは支援者側の一方的な提案だけの記載ではなく、相談支援専門員としての総合的判断（見立
て）と本人のニーズが一致した内容、または一致していない場合はその調整結果が書かれている。

2-1全ての項目
2-2①②⑤
2-3③

5 中立・公平性の視点
① サービス提供法人が特定の法人（特に相談支援事業所の法人）に偏っていない、または偏っている場合は、その理由
が具体的に書かれている。

2-2④
2-3①②

② 本人のニーズや生活実態に合わせた適正な計画であり、支援やサービスが過不足なく書かれている 2-1全ての項目
2-2①④、2-3①②

③ 同じような状態像、年齢、生活状況の障がい者と比較しても適正な計画であり、本人に必要な支援やサービスが過不
足なく書かれている。

2-2②③④
2-3①②

④ 本人のニーズや生活実態に合わせて地域資源を活用し、既存のサービスの継続利用だけではなく、選択可能な地域
資源を把握した上で、計画が書かれている

2-2④⑥、2-3①②
3④

⑤ 行政の支給審査基準も確認した上で、本人のニーズに基づいて必要なサービス量が書かれている 2-2④、2-3①②、3④

6 生活の質の向上の視点
① サービス提供事業所からサービス提供状況や本人の生活の変化等について聴き取り、その内容とそれは「いつ」「誰
に」「どのように」聴き取ったかを含めて記載している。

3②④

② 本人からサービス内容や事業所等についての満足度や改善してほしいことがないか聴き取り、その内容とそれは「い
つ」「誰に」「どのよう」に聴き取ったかを含めて記載している。

3③④

③ 計画通りにサービスが提供されたか、また目標の状態にどの程度まで近づいたかを「いつ」「誰と」「どのように」検討し
たかを含めて記載している。

3①④

④ 本人ニーズやライフステージ等に変化がないか確認した上で、未達成の目標や新たな課題への対応、必要に応じた計
画変更理由やその内容について、「いつ」「誰と」「どのように」検討したかを含めて記載している。

3①④

⑤ モニタリングやサービス担当者会議等を踏まえた総合的判断を反映し、全体の状況を把握した上で、今後の方向性を
具体的に記載している。

3①
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サービス等利用計画評価表

利用者氏名： 0
計画作成者： 0
チェック機関： 0
評価日： 0

満点 チェック結果
1 エンパワメント、アドボカシーの視点 5 0.00
2 総合的な生活支援の視点 5 0.00
3 連携・チーム支援の視点 5 0.00
4 ニーズに基づく支援の視点 5 0.00
5 中立・公平性の視点 5 0.00
6 生活の質の向上の視点 5 0.00
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＜札幌版様式チェック箇所＞ 
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保健支援
担当者

12月
がつ

1月
がつ

2月
がつ

3月
がつ

年
ねん

月
がつ

日
にち

～ 令和
れいわ

年
ねん

月
がつ

日
にち

4月
がつ

5月
　がつ

6月
　がつ

7月
　がつ

8月
　がつ

9月
　がつ

10月
　　がつ

11月
　　がつ

令和
れいわ

　　年度
ねんど

令和
れいわ

　　年度
ねんど

令和
れいわ

　　年度
ねんど

令和
れいわ

　　年度
ねんど

1

2

優先
ゆうせん

順位
じゅんい 課題

か だ い

解決
かいけつ

のための本人
ほんにん

の役割
やくわり

評価
ひ ょ う か

時期
じ き

その他
た

留意
り ゅ う い

事項
じ こ う

1

2

3

サービス等
とう

利
り

用
よう

計
けい

画
かく

・障害児
しょうがいじ

支援
しえん

利用
りよう

計画
けいかく

（計画
けいかく

様式
ようしき

２－２）

◎解決
かい けつ

すべき課題
か だ い

、提供
ていきょう

される福祉
ふ く し

サービス等
と う

の目標
もくひ ょう

及
お よ

びその達成
たっ せ い

時期
じ き

など

解決
かいけつ

すべき課題
か だ い

・本人
ほんにん

のニーズ 支援
し え ん

目標
もくひ ょう

達成
たっ せ い

時期
じ き

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の種類
し ゅ る い

、内容
な い よ う

、量
り ょう 提供

ていきょう

事業
じぎょう

者
しゃ

名
めい

（担当
たんとう

者
しゃ

名
めい

・電話
でん わ

）

21 3 4 5 6
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サービス等
とう

利
り

用
よう

計
けい

画
かく

・障害児
しょうがいじ

支援
しえん

利用
りよう

計画
けいかく

（計画
けいかく

様式
ようしき

２－３）

◎週間
しゅうかん

計
けい

画
かく

表
ひょう

4:00

週
しゅう

単位
た ん い

以外
い が い

のサービス

主
おも

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

の行動
こうどう

日
にち

土
ど

金
きん

木
もく

水
すい

3:00

19:00

20:00

21:00

22:00

0:00

1:00

2:00

月
げつ

火
か

15:00

4:00

5:00

6:00

18:00

11:00

12:00

13:00

14:00

23:00

7:00

16:00

17:00

8:00

9:00

10:00

サービス提供
ていきょう

によって実現
じつげん

す

る生活
せいかつ

の全体像
ぜんたいぞう

1 2

3

1

2

3

平成
へいせい

　　年
ねん

　　月
がつ

　　日
にち

利用者
りようしゃ

同意
どうい

署名
しょめい

欄
らん

障害
しょうがい

支援
しえん

区分
く ぶ ん

利用者
り よ う しゃ

負担
ふ たん

上限額
じょうげんがく

計画
けいかく

作成
さくせい

担当者
たんとうしゃ

名
めい

モニタリング報告書（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）　（計画様式３）

モニタリング実施
じっし

日
び

平成
へいせい

　　年
ねん

　　月
がつ

　　日
にち

作成
さくせい

日
び

円
えん 相談

そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

者
しゃ

名
めい

受給者
じゅきゅうしゃ

番号
ばんごう

電話
でんわ

利用者
りようしゃ

氏名
しめい

総合的な援助の方針 全体の状況

優先
ゆうせん

順位
じゅんい 支援

し え ん

目標
もくひょう 達成

たっせい

時期
じ き

サービス提供
ていきょう

状況
じょうきょう

（事業者
じぎょうしゃ

からの聞
き

き

取
と

り）

本人
ほんにん

の感想
かんそう

・満足度
まん ぞ く ど 支援

し え ん

目標
もくひょう

の達成
たっせい

度
ど

（ニーズの充足
じゅうそく

度
ど

）

今後
こ ん ご

の課題
か だ い

・

解決
かいけつ

方法
ほう ほう

計画
けいかく

変更
へんこう

の必要性
ひつようせい

その他
た

留意
り ゅ うい

事項
じ こ う

サービス

種類
しゅるい

の変更
へんこう

サービス

量
りょう

の変更
へんこう

週間
しゅうかん

計画
けいかく

の変更
へんこう

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

区保健福祉部受理日 平成　年　月　日
福祉支援

保健支援
担当者

1

2 3 4


